
要介護認定等情報提供請求の流れについて
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情報提供は、居宅の届出のある事業
所(ケアマネ、高齢者支援セン
ター）及び利用している施設のみに
行います。

窓口請求の方には通知しませんの
で、受け取りにおいでください。

情報提供請求書は控えをとるなどし
て重複請求のないようにしてくださ
い。

情報提供資料は原則として、請求書
受理日の翌々日午後（閉庁日を除
く）に提供します。

請求書に不備がある場合や請求資料
がそろっていない対象者については提
供できませんので御注意ください。

要介護認定申請中の対象者の直近の
資料については、原則として一次判定
が出てから請求してください。

居宅の届出

認定調査主治医意見書

一次判定

認定審査会

情報提供請求書提出
＊遵守事項を確認の上、請求

してください。

二次判定

個人情報取扱いの注意

認定結果送付

二次判定が要支援または非該当（自立）と認定された方は、利用者がお住まいの

地区の高齢者支援センターか八戸市地域包括支援センターへ請求としておりましたが、

令和５年度より、介護保険課へ請求となります。

① グループホーム入居判定のため認知症の程度確認が至急必要な場合

② 福祉用具利用のため認定調査票での確認が至急必要な場合

③ 暫定でのサービス利用が必要な場合（至急の理由が必要です）

④ 利用者及び家族からの認定結果不服による区分変更申請(介護申請)検討に至急必要な場合
⑤ その他、介護保険課が至急必要と認める場合

介護保険要介護認定申請

注
意

○情報提供を至急で請求できるのは以下の場合に限ります。(原則として請求書受理日の翌日午後引渡し)

窓口での請求

の場合

情報提供の引渡し

郵送での請

求の場合：

返信用封筒

（切手貼付）

を同封

資料１‐②


